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日
本
遺
族
会
は
二
月
二
十
八
日
㈫
、
靖
國
会
館
に
お
い
て
理
事
会
、
評
議
員
会
を
開

催
し
、
任
期
満
了
に
伴
う
役
員
改
選
で
尾
辻
秀
久
新
会
長
を
選
出
す
る
と
共
に
、
平
成

二
十
四
年
度
活
動
方
針
・
事
業
計
画
案
及
び
同
予
算
案
な
ど
を
審
議
し
決
定
し
た
。
ま

た
、
今
年
が
創
立
六
十
五
周
年
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
九
月
に
記
念
式
典
を
挙
行
す
る
こ

と
が
決
ま
っ
た
。

拶
に
立
ち
「
九
段
会
館
ホ
ー

ル
天
井
崩
落
事
故
に
よ
り
二

名
の
死
者
と
多
く
の
負
傷
者

を
出
し
た
社
会
的
責
任
は
組

織
の
運
営
責
任
者
と
し
て
免

れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ご
理
解
を
賜
り
た
い
」
と
出

席
者
に
理
解
を
求
め
、
尾
辻

副
会
長
の
会
長
就
任
が
了
承

さ
れ
た
。

　

ま
た
、
尾
辻
副
会
長
か
ら

「
現
在
、参
議
院
副
議
長
の
職

に
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
遺

族
会
会
長
と
兼
職
は
で
き
ま

の
現
状
を
鑑
み
、
会
長
職
を

お
受
け
す
る
こ
と
を
決
断
し

た
次
第
で
す
」
と
役
員
選
考

の
経
緯
を
説
明
し
た
。

　

続
い
て
、
古
賀
会
長
が
挨

い
と
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し

た
。
当
然
、
副
会
長
で
あ
る

私
に
も
大
き
な
責
任
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
今
、
岐
路

に
立
た
さ
れ
て
い
る
遺
族
会

　

会
議
は
、
昨
年
六
月
の
九

段
会
館
の
廃
業
に
よ
り
法
人

全
体
の
事
業
規
模
の
縮
小
せ

ざ
る
を
得
な
い
こ
と
か
ら
、

先
ず
役
員
定
数
の
削
減
や
選

任
方
法
な
ど
寄
附
行
為
の
一

部
変
更
を
審
議
・
決
定
後
、

任
期
満
了
に
伴
う
役
員
改
選

を
行
い
、
理
事
及
び
評
議
員

を
そ
れ
ぞ
れ
選
出
し
た
。

　

そ
し
て
、
役
員
選
考
委
員

会
か
ら
会
長
、
副
会
長
の
推

戴
に
つ
い
て
報
告
が
行
わ

れ
、新
会
長
に
尾
辻
秀
久
氏
、

副
会
長
に
森
田
次
夫
、
増
矢

稔
の
両
氏
が
推
戴
さ
れ
た
。

　

会
長
に
推
戴
さ
れ
た
尾
辻

秀
久
副
会
長
は
、「
古
賀
会
長

か
ら
、
昨
年
の
大
震
災
に
よ

る
九
段
会
館
ホ
ー
ル
天
井
崩

落
事
故
で
多
く
の
死
傷
者
が

出
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
責
任

を
取
り
会
長
職
を
退
任
し
た

せ
ん
。
こ
の
た
め
、
開
会
中

の
通
常
国
会
が
閉
会
す
る
六

月
を
も
っ
て
副
議
長
を
辞
職

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
後
、
正

式
に
会
長
に
就
任
し
た
い
」

と
説
明
し
、
そ
の
間
、
森
田

副
会
長
が
会
長
代
行
を
務
め

る
こ
と
が
了
承
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
、
英
霊
顕
彰
並
び

に
処
遇
改
善
運
動
の
経
緯
の

説
明
に
続
い
て
、
諸
会
計
補

正
予
算
案
、
平
成
二
十
四
年

度
日
本
遺
族
会
活
動
方
針
・

事
業
計
画
案
並
び
に
同
予
算

案
、
ホ
ー
ル
天
井
崩
落
事
故

の
被
害
者
へ
の
補
償
等
に
伴

う
基
本
財
産
の
取
崩
し
な
ど

が
上
程
さ
れ
、
全
て
承
認
・

決
定
し
た
。

　

決
定
し
た
活
動
方
針
・
事

業
計
画
は
次
の
と
お
り
。

日本遺族会

新会長に選出され挨拶を行う尾辻秀久氏
（2月28日：靖國会館）

我
々
遺
族
は
い
か
な
る
困
難

が
あ
ろ
う
と
も
、
総
理
の
靖

國
神
社
参
拝
の
旗
印
は
降
ろ

し
て
は
な
ら
な
い
。

　

更
に
、
現
政
権
は
靖
國
神

社
に
代
わ
る
新
た
な
国
立
追

悼
施
設
の
建
設
を
政
策
で
掲

げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
靖
國

神
社
を
形
骸
化
す
る
だ
け
で

な
く
、
戦
没
者
遺
族
の
心
情

を
逆
撫
で
す
る
よ
う
な
施
設

で
あ
り
断
じ
て
容
認
で
き
な

い
。
我
々
は
、
こ
れ
ら
の
建

設
を
断
固
阻
止
す
る
。

　

ま
た
、
大
東
亜
戦
争
の
正

し
い
歴
史
観
の
確
立
を
は
じ

め
、
歴
史
、
伝
統
、
文
化
な

ど
、
よ
き
固
有
の
精
神
文
化

の
継
承
に
努
め
る
。

二
、
処
遇
改
善
運
動
の
推
進

　

戦
没
者
の
妻
も
平
均
年
齢

が
九
十
四
歳
を
超
え
た
。
こ

の
た
め
、
平
成
二
十
五
年
に

最
終
償
還
を
迎
え
る
「
戦
没

者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給

付
金
」
及
び
、
身
寄
り
の
な

い
「
戦
没
者
の
父
母
等
に
対

す
る
特
別
給
付
金
」の
継
続
・

増
額
を
必
ず
実
現
す
る
よ
う

努
力
す
る
。

　

ま
た
、
公
的
年
金
引
き
下

げ
議
論
が
な
さ
れ
る
昨
今
、

戦
没
者
遺
族
に
対
し
支
給
さ

れ
る
公
務
扶
助
料
等
の
意
義

に
つ
い
て
、
国
家
補
償
の
理

念
で
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
機
会
を
捉
え
知
ら

し
め
る
努
力
を
す
る
。

三
、
組
織
の
拡
充
強
化

　

本
会
の
使
命
は
、
英
霊
の

顕
彰
と
戦
没
者
遺
族
の
福
祉

の
向
上
で
あ
り
、
後
退
は
許

さ
れ
な
い
。
こ
の
た
め
、
戦

没
者
遺
児
を
中
心
に
組
織
の

再
構
築
を
加
速
し
、
光
輝
あ

る
組
織
の
継
承
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
昨

年
女
性
部
が
取
り
ま
と
め
、

本
会
に
提
言
し
た
「
戦
没
者

の
孫
・
曾
孫
の
会
」
の
組
織

化
な
ど
、
具
現
化
す
る
よ
う

本
部
・
支
部
と
連
携
を
密
に

し
て
一
定
の
方
向
性
を
見
い

出
す
よ
う
努
め
る
。
そ
の
第

一
歩
と
し
て
、
各
種
事
業
に

家
族
で
参
加
出
来
る
機
会
を

増
や
す
努
力
を
す
る
。

　

ま
た
、
特
別
弔
慰
金
受
給

者
、
慰
霊
友
好
親
善
事
業
及

び
遺
骨
帰
還
事
業
参
加
者
等

に
対
し
て
、
各
支
部
へ
の
積

極
的
な
入
会
の
働
き
か
け
を

行
う
な
ど
、
組
織
の
拡
充
に

努
め
る
。

　

公
益
法
人
制
度
改
革
に
つ

い
て
は
、
本
部
・
支
部
と
も

諸
官
庁
の
指
導
を
受
け
、
移

行
期
間
内
に
然
る
べ
き
法
人

認
定
・
認
可
を
得
る
よ
う
相

互
協
力
態
勢
に
努
め
る
。
な

お
、
本
部
は
非
営
利
型
一
般

財
団
法
人
へ
の
移
行
を
目
指

が
国
唯
一
の
追
悼
施
設
で
あ

る
靖
國
神
社
に
、
国
を
代
表

し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
参
拝

さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
当
然

の
こ
と
で
あ
る
。

　

然
る
に
、
野
田
総
理
は
総

理
就
任
前
ま
で
は
靖
國
神
社

に
参
拝
し
て
い
た
と
い
わ
れ

る
が
、
総
理
に
就
任
す
る
や

内
外
の
批
判
を
恐
れ
、
信
念

を
曲
げ
て
同
神
社
へ
の
不
参

拝
を
明
言
す
る
と
共
に
、
各

閣
僚
に
も
参
拝
自
粛
を
求
め

て
い
る
。誠
に
遺
憾
で
あ
り
、

活
動
方
針

一
、
英
霊
顕
彰
運
動
の
推
進

　

我
々
が
今
日
、
平
和
と
自

由
の
恩
恵
を
享
受
で
き
る
の

は
、
先
の
大
戦
で
国
の
礎
と

な
ら
れ
た
戦
没
者
の
尊
い
犠

牲
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
思
い
を
い
た
し
、
国
家
国

民
は
戦
没
者
に
対
し
尊
崇
と

感
謝
の
誠
を
捧
げ
る
こ
と
を

決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
戦
没
者
を
祀
る
我

九
月
に
創
立
六
十
五
周
年
記
念
式
典
を
挙
行

新
会
長
に
尾
辻
秀
久
氏
を
選
出
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し
、
専
門
家
等
の
助
言
を
受

け
て
事
務
手
続
き
を
進
め
る
。

　

組
織
活
動
の
維
持
に
は
財

政
の
確
立
が
欠
か
せ
な
い
。

こ
の
た
め
本
部
で
は
今
後
、

旧
九
段
会
館
か
ら
の
繰
入
が

な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
福
祉

事
業
の
収
益
部
門
を
強
化
す

る
と
共
に
、
支
部
も
あ
ら
ゆ

る
方
途
を
講
じ
て
資
金
の
確

保
に
努
め
る
。

　

更
に
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・

機
関
紙
等
を
充
実
さ
せ
、
積

極
的
な
広
報
活
動
を
行
う
。

四�

、
遺
児
の
慰
霊
友
好
親
善

事
業
及
び
遺
骨
帰
還
事
業

等
の
推
進

　

遺
児
の
慰
霊
友
好
親
善
事

業
は
各
支
部
等
の
協
力
を
得

て
、
全
国
の
千
八
百
余
り
の

市
区
町
村
の
広
報
誌
等
へ
の

掲
載
依
頼
を
す
る
な
ど
し
て

参
加
者
を
募
っ
た
が
、
東
日

本
大
震
災
や
広
報
の
遅
れ
等

に
よ
り
参
加
者
は
昨
年
を
下

回
っ
た
。

　

戦
没
者
遺
児
は
平
均
七
十

歳
を
超
え
、
高
齢
化
が
顕
著

に
な
っ
て
い
る
た
め
、
事
業

内
容
の
充
実
や
日
程
等
を
再

検
討
す
る
と
共
に
、
広
報
活

動
の
拡
大
を
図
り
、
本
事
業

の
周
知
徹
底
と
参
加
者
増
に

努
め
る
。
更
に
は
、
引
き
続

き
同
事
業
の
補
助
事
業
団
体

と
な
る
よ
う
努
力
す
る
。

　

ま
た
、
政
府
主
催
の
「
遺

骨
帰
還
事
業
等
」
に
積
極
的

に
参
加
協
力
す
る
。

　
「
民
間
建
立
慰
霊
碑
整
理

事
業
」
や
「
海
外
未
送
還
遺

骨
情
報
収
集
事
業
」、「
樺
太
・

千
島
戦
没
者
慰
霊
碑
維
持
管

理
事
業
」
に
つ
い
て
も
、
事

業
の
重
要
性
に
鑑
み
、
引
き

続
き
本
会
に
委
託
さ
れ
る
よ

う
努
め
る
。

五�

、
社
会
奉
仕
活
動
の
推
進

　

恒
久
平
和
を
目
指
し
、
国

内
や
旧
戦
域
に
お
い
て
戦
没

者
遺
族
に
相
応
し
い
社
会
奉

仕
活
動
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）

を
各
支
部
の
協
力
や
、
遺
児

の
慰
霊
友
好
親
善
事
業
等
を

通
じ
て
引
き
続
き
企
画
実
施

す
る
。

六�

、
本
会
創
立
六
十
五
周
年

記
念
事
業

　

都
内
ホ
ー
ル
に
お
い
て

「
本
会
創
立
六
十
五
周
年
記

念
式
典
」
を
挙
行
す
る
。

　

こ
の
式
典
は
天
皇
、
皇
后

両
陛
下
の
行
幸
啓
を
仰
ぎ
挙

行
す
る
こ
と
で
準
備
す
る
。

な
お
、
関
連
行
事
は
執
り
行

わ
な
い
。

事
業
計
画

一
、
英
霊
顕
彰
運
動

⑴�　
総
理
、
閣
僚
の
靖
國
神

社
へ
の
参
拝
運
動
の
推
進

①�　
終
戦
か
ら
六
十
七
年
の

歳
月
が
流
れ
、
戦
後
生
ま

れ
の
国
民
が
七
割
以
上
を

占
め
、
先
の
大
戦
が
風
化

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
本

年
は
近
隣
諸
国
の
ロ
シ

ア
、中
国
、韓
国
等
の
リ
ー

ダ
ー
が
交
代
す
る
年
で
あ

り
、
よ
り
以
上
の
圧
力
も

懸
念
さ
れ
る
所
で
あ
る
。

　

�　
日
本
の
安
寧
と
繁
栄
を

願
い
散
華
さ
れ
た
英
霊
に

対
し
、
我
が
国
を
代
表
す

る
内
閣
総
理
大
臣
が
靖
國

神
社
に
参
拝
し
、
英
霊
に

尊
崇
と
感
謝
の
誠
を
捧
げ

る
こ
と
は
極
め
て
当
然
の

こ
と
で
あ
り
国
家
存
立
の

基
本
で
あ
る
。

　

�　
し
か
し
、
野
田
総
理
は

靖
國
神
社
に
参
拝
し
な
い

こ
と
を
明
言
し
、
各
閣
僚

に
対
し
て
も
参
拝
自
粛
を

要
請
し
て
い
る
。
こ
れ
は

誠
に
遺
憾
で
あ
り
断
じ
て

看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

　

�　
我
々
戦
没
者
遺
族
は
、

総
理
、
閣
僚
の
靖
國
神
社

参
拝
の
推
進
を
図
る
と
共

に
、
先
の
大
戦
を
風
化
さ

せ
な
い
た
め
に
も
関
係
諸

団
体
と
連
携
を
密
に
し
て

以
下
の
運
動
を
実
施
す
る
。

　

ア　

要
請
文
に
よ
る
陳
情

　
　

�　
国
会
及
び
世
論
の
動

向
を
勘
案
し
、「
英
霊
に

こ
た
え
る
会
」
を
は
じ

め
と
す
る
関
連
団
体
と

連
携
し
て
、
靖
國
神
社

へ
の
総
理
の
参
拝
を
文

書
を
持
っ
て
要
請
す
る
。

　

イ�　
世
論
、
マ
ス
コ
ミ
に

訴
え
る
陳
情

　
　

�　
八
月
十
五
日
の
終
戦

の
日
の
前
後
等
、
国
民

の
関
心
が
集
ま
る
機
会

を
と
ら
え
、
遺
族
代
表

が
靖
國
神
社
に
集
結
し

て
靖
國
神
社
か
ら
国
会

ま
で
の
行
進
に
よ
る
陳

情
運
動
の
実
施
を
検
討

す
る
。

　

ウ�　
メ
ー
ル
等
に
よ
る
陳

情

　
　

�　
「
戦
没
者
の
孫
、曾
孫

の
会
」を
中
心
に
、メ
ー

ル
等
に
よ
る
陳
情
を
継

続
的
に
実
施
す
る
。

②　

環
境
整
備

　

ア　

世
論
喚
起

　
　

�　
「
英
霊
に
こ
た
え
る

会
」
を
は
じ
め
、
Ｊ
Ｙ

Ｍ
Ａ
な
ど
若
者
世
代
の

団
体
等
と
協
力
し
て
各

地
で
ビ
ラ
を
配
る
な
ど

の
街
宣
活
動
や
、
定
期

的
に
遺
族
の
心
情
等
を

新
聞
、雑
誌
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
等
へ
投
稿
し
、

積
極
的
に
マ
ス
コ
ミ
を

通
じ
て
世
論
喚
起
に
努

め
る
。

　

イ　

国
会
対
策

　
　

�　
戦
後
生
ま
れ
の
国
会

議
員
が
約
八
割
を
占
め

世
代
交
代
が
進
ん
で
い

る
。
こ
の
た
め
、
先
の

大
戦
や
靖
國
神
社
問
題

等
の
正
し
い
知
識
、
並

び
に
本
会
の
組
織
や
活

動
を
理
解
、
認
識
い
た

だ
く
た
め
、
遺
家
族
議

員
協
議
会
と
連
携
し
本

会
事
業
の
啓
蒙
を
推
進

す
る
。

　
　

�　
更
に
は
、
与
野
党
国

会
議
員
に
対
し
、「
み
ん

な
で
靖
國
神
社
に
参
拝

す
る
国
会
議
員
の
会
」

ヘ
の
入
会
を
促
し
、
本

部
支
部
一
体
と
な
っ
て

靖
國
神
社
問
題
に
対
す

る
理
解
と
協
力
を
得
る

働
き
か
け
を
行
う
。

⑵�　
国
立
の
戦
没
者
追
悼
施

設
建
設
構
想
の
阻
止

　

野
田
内
閣
は
、
平
成
二
十

四
年
度
政
府
予
算
に
建
設
の

た
め
の
調
査
費
は
計
上
し
な

か
っ
た
が
、
今
後
、
建
設
に

向
け
て
動
き
出
す
こ
と
も
十

分
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
政

府
の
動
向
を
注
視
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

こ
の
た
め
、
情
報
収
集
に

努
め
る
と
共
に
、
他
団
体
と

連
携
し
て
建
設
に
向
け
て
の

動
き
が
あ
れ
ば
実
力
行
使
も

辞
さ
ぬ
覚
悟
で
断
固
阻
止
す

る
。

⑶�　
知
事
の
護
國
神
社
参
拝

運
動
の
推
進

　

近
年
の
護
國
神
社
へ
の
知

事
参
拝
人
数
は
二
十
五
人
程

度
で
あ
る
。
各
道
府
県
支
部

に
あ
っ
て
は
、
知
事
が
春
秋

の
例
大
祭
及
び
八
月
十
五
日

に
護
國
神
社
に
参
拝
す
る
よ

う
要
請
す
る
。
ま
た
、
上
京

の
際
に
は
靖
國
神
社
に
参
拝

す
る
よ
う
要
請
す
る
。
東
京

都
に
お
い
て
は
、
他
団
体
と

協
力
し
て
引
き
続
き
都
知
事

の
靖
國
神
社
へ
の
参
拝
を
要

請
す
る
。

⑷�　
大
東
亜
戦
争
の
正
し
い

歴
史
観
の
確
立

①�　
終
戦
六
十
周
年
特
別
委

員
会
の
報
告
書
「
今
後
の

遺
族
会
の
あ
る
べ
き
姿
」

に
基
づ
き
、「
東
京
裁
判
史

観
」
の
払
拭
と
大
東
亜
戦

争
の
正
し
い
歴
史
観
の
確

立
に
引
き
続
き
努
力
す
る
。

②�　
歴
史
認
識
を
深
め
る
研

修
会
等
を
開
催
し
、
家
族

ぐ
る
み
で
参
加
す
る
。

③�　
戦
争
の
悲
惨
さ
を
一
番

知
っ
て
い
る
我
々
戦
没
者

遺
族
は
、
平
和
の
尊
さ
を

次
世
代
に
伝
え
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か

ら
、関
係
団
体
と
協
力
し
、

絵
本
、マ
ン
ガ
、Ｄ
Ｖ
Ｄ
等

を
活
用
し
て
広
報
に
努
め

る
。ま
た
、「
語
り
ベ
の
会
」

等
を
催
し
、
子
供
た
ち
に

語
り
継
ぐ
努
力
を
す
る
。

　

�　
昭
和
館
の
展
示
や
巡
回

特
別
企
画
展
を
通
じ
て
戦

中
、
戦
後
の
国
民
生
活
の

労
苦
を
後
世
代
に
伝
え
る

啓
蒙
活
動
に
引
き
続
き
努

力
す
る
。

⑸�　
市
区
町
村
に
お
け
る
慰

霊
祭
等
の
実
施

　

慰
霊
祭
は
遺
族
だ
け
の
も

の
で
な
く
各
自
治
体
が
率
先

し
て
主
導
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。
国
の
平
和
と
郷
土
の
平

安
、
家
族
の
幸
せ
を
願
い
犠

牲
と
な
っ
た
方
々
が
対
象
で

あ
り
、
ま
た
、
戦
前
戦
中
の

徴
兵
制
度
に
お
い
て
地
方
自

治
体
が
果
た
し
た
役
割
を
考

え
る
と
き
、
そ
の
責
任
は
永

遠
に
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
遺
族
の
高
齢
化

は
著
し
く
、
慰
霊
祭
へ
の
参

列
者
は
年
々
減
少
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
地
方
自
治
体
と

協
力
し
次
世
代
を
担
う
子
供

た
ち
に
慰
霊
祭
へ
の
参
加
を

◎
会　
　

長�

尾
辻　

秀
久

◎
副
会
長�

森
田　

次
夫

　

〃

�

増
矢　
　

稔

◎
顧　
　

問�

古
賀　
　

誠

　

〃

�

水
落　

敏
栄

　

〃

�

板
垣　
　

正

◎
専
務
理
事�

畔
上　

和
男

�

（
事
務
局
長
事
務
取
扱
）

◎
常
務
理
事

　

仲
沢　

誠
也
（
秋
田
県
）

　

宇
田
川
釼
雄
（
東
京
都
）

　

廣
明　

研
正
（
富
山
県
）

　

市
來
健
之
助
（
山
口
県
）

　

冨
田　

千
秋
（
熊
本
県
）

　

高
橋　

フ
ミ

�

（
女
性
部
／
長
崎
県
）

◎
監　
　

事

　

安
満　
　

齋
（
福
島
県
）

　

荒
堀　

清
隆
（
和
歌
山
県
）

岡
山
県
関
係
日
遺
役
員

日
本
遺
族
会

新
役
員
氏
名

◎
理　
　

事　

岸
本　

清
美
（
県
連
盟
会
長
）

◎
評
議
員　

近
常　
　

寧
（
〃
副
会
長
）

（
敬
称
略
）
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促
す
な
ど
、
慰
霊
祭
等
が
未

来
永
劫
続
く
よ
う
努
力
す
る
。

　

ま
た
、
慰
霊
祭
を
実
施
す

る
前
に
、
家
族
揃
っ
て
清
掃

奉
仕
等
を
行
う
。

⑹�　
靖
國
神
社
等
と
の
連
携

　

靖
國
神
社
、
護
國
神
社
、

千
鳥
ケ
淵
戦
没
者
墓
苑
及
び

各
種
慰
霊
団
体
と
の
連
携
を

密
に
し
、
相
互
理
解
を
深
め

る
と
共
に
現
政
権
下
に
お
け

る
不
測
の
事
態
に
備
え
る
。

　

ま
た
、
靖
國
神
社
崇
敬
奉

賛
会
の
事
業
に
引
き
続
き
協

力
す
る
。

⑺�　
全
国
戦
没
者
追
悼
式

（
八
月
十
五
日
）の
放
映
時

間
の
延
長

　

毎
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
中
継
さ
れ

る
全
国
戦
没
者
追
悼
式
の
放

映
時
間
の
延
長
に
つ
い
て
、

女
性
部
幹
事
会
は
一
昨
年
か

ら
四
回
に
わ
た
り
、
本
会
と

一
緒
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
対
し
要
請

を
行
っ
た
。
ま
た
、
各
支
部

に
お
い
て
も
各
Ｎ
Ｈ
Ｋ
支
局

に
働
き
か
け
を
実
施
し
た

が
、
実
現
ま
で
に
は
至
ら
な

か
っ
た
。

　

つ
い
て
は
、
引
き
続
き
本

会
と
一
緒
に
女
性
部
が
中
心

と
な
り
、
八
月
十
五
日
の
全

国
戦
没
者
追
悼
式
の
放
映
時

間
が
延
長
さ
れ
る
よ
う
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
及
び
各
Ｎ
Ｈ
Ｋ
支
局
に

も
同
時
に
働
き
か
け
る
運
動

を
継
続
す
る
。

⑻　

そ
の
他

　
「
英
霊
に
こ
た
え
る
会
」と

協
力
し
て
、
中
央
及
び
地
方

に
お
い
て
英
霊
顕
彰
の
各
種

事
業
を
企
画
実
施
す
る
。

　

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
政

府
、
国
会
等
に
対
し
て
抗
議

行
動
を
実
施
す
る
な
ど
、
適

宜
適
切
な
運
動
を
行
う
。

　

六
月
二
十
三
日
は
沖
縄
県

に
お
け
る
「
慰
霊
の
日
」
で

あ
り
、
沖
縄
県
遺
族
連
合
会

主
催
の
「
平
和
祈
願
慰
霊
大

行
進
」
に
引
き
続
き
参
加
協

力
す
る
。

二
、
戦
没
者
遺
族
の
処
遇
改

善
運
動

⑴�　
「
戦
没
者
等
の
妻
に
対

す
る
特
別
給
付
金
」及
び
、

身
寄
り
の
な
い
「
戦
没
者

の
父
母
等
に
対
す
る
特
別

給
付
金
」
の
継
続
・
増
額

①�　
同
給
付
金
の
継
続
・
増

額
の
実
現
に
向
け
、
正
副

会
長
、
常
務
理
事
を
中
心

に
遺
家
族
議
員
協
議
会
の

協
力
を
得
て
運
動
を
推
進

す
る
。

②�　
以
下
の
と
お
り
会
議
等

を
開
催
し
運
動
を
推
進
す

る
。

　

ア�　
女
性
部
研
修
会
を
六

月
下
旬
に
開
催
し
、
研

修
二
日
目
に
国
会
へ
の

陳
情
等
を
実
施
す
る
。

　

イ�　
七
月
下
旬
か
ら
八
月

上
旬
の
い
ず
れ
か
一

日
、「
全
国
戦
没
者
遺
族

代
表
者
会
議
」
を
開
催

し
て
、
国
会
へ
の
陳
情

等
を
行
う
。

　

ウ�　
十
二
月
中
旬
、「
全
国

戦
没
者
遺
族
大
会
」
を

開
催
し
て
、
国
会
へ
の

陳
情
等
を
行
う
。

⑵�　
公
務
扶
助
料
等
の
改
善

　

高
齢
化
著
し
い
扶
助
料
受

給
者
に
と
っ
て
、
生
き
て
行

く
た
め
の
重
要
な
糧
と
な
っ

て
い
る
の
は
周
知
の
事
実
で

あ
る
。
し
か
し
、
公
的
年
金

引
き
下
げ
議
論
が
な
さ
れ
る

昨
今
、
戦
没
者
遺
族
に
対
し

て
支
給
さ
れ
る
公
務
扶
助
料

等
の
意
義
に
つ
い
て
、
国
家

補
償
の
理
念
で
支
給
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
機
会
を

捉
え
、
広
く
知
ら
し
め
る
努

力
を
す
る
。

　

ま
た
、
扶
助
料
支
給
の
主

旨
に
副
っ
て
改
善
が
行
わ
れ

る
よ
う
、
国
に
強
く
働
き
か

け
る
。

⑶�　
特
別
弔
慰
金
の
支
給
範

囲
の
拡
大

　

特
別
弔
慰
金
は
国
と
し
て

弔
慰
の
意
を
表
し
た
も
の
で

あ
り
、
国
は
戦
没
者
を
忘
れ

な
い
と
い
う
証
で
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
引
き
続
き
公
務
扶

助
料
等
受
給
者
が
失
権
し
た

場
合
、
そ
の
残
さ
れ
た
遺
族

に
対
し
速
や
か
に
支
給
さ
れ

る
よ
う
制
度
の
改
善
に
努
力

す
る
。

⑷�　
全
国
戦
没
者
追
悼
式
へ

の
国
費
参
列
者
の
対
象
範

囲
の
拡
大
及
び
、
式
典
内

容
の
改
善
等

　

全
国
戦
没
者
追
悼
式
の
趣

旨
に
鑑
み
、
国
費
で
負
担
す

る
遺
族
代
表
の
増
員
、
対
象

範
囲
を
戦
没
者
の
曾
孫
、甥
、

姪
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
は
勿

論
、
戦
没
者
の
子
・
兄
弟
姉

妹
の
配
偶
者
も
制
約
な
き
よ

う
参
列
で
き
る
制
度
の
改
善

に
努
力
す
る
。

　

ま
た
、
式
典
に
児
童
・
生

徒
の
参
列
を
促
し
、
平
和
を

願
う
詩
の
朗
読
等
を
行
う
な

ど
式
典
内
容
の
改
善
を
要
望

す
る
と
共
に
、
八
十
歳
以
上

の
参
列
遺
族
に
つ
い
て
は
席

を
一
階
ア
リ
ー
ナ
に
設
置
す

る
よ
う
関
係
当
局
に
要
請
す

る
。

三�

、
組
織
の
拡
充
強
化

⑴�　
組
織
の
拡
充
強
化

①�　
戦
没
者
の
遺
児
は
組
織

の
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を

自
覚
し
、
慰
霊
祭
へ
の
参

加
、
会
費
の
徴
収
、
機
関

紙
の
配
布
等
々
、
積
極
的

に
支
部
の
活
動
に
参
加
、

協
力
す
る
と
共
に
、
各
種

事
業
に
戦
没
者
の
孫
・
曾

孫
等
と
一
緒
に
参
加
す
る

よ
う
努
め
る
。

②�　
支
部
に
あ
っ
て
は
、
引

き
続
き
魅
力
の
あ
る
支
部

づ
く
り
を
創
造
す
る
と
共

に
、
新
規
会
員
の
獲
得
と

後
継
者
の
育
成
に
努
め

る
。

　

ア�　
慰
霊
友
好
親
善
事
業

及
び
遺
骨
帰
還
事
業
の

参
加
者
等
に
対
し
、
説

明
会
や
報
告
会
等
の
会

合
を
設
け
、
漏
れ
な
く

会
員
と
す
る
よ
う
に
努

力
す
る
。

　

イ�　
特
別
弔
慰
金
受
給
対

象
者
に
対
し
、
簡
単
な

資
料
等
を
作
成
し
、
申

請
に
関
す
る
相
談
等
を

通
じ
て
、
そ
の
主
旨
・

運
動
の
経
緯
等
を
説
明

す
る
と
共
に
、
理
解
と

協
力
を
要
請
し
組
織
活

動
へ
の
参
画
を
働
き
か

け
る
。

　

ウ�　
次
世
代
後
継
者
で
あ

る
「
戦
没
者
の
孫
、
曾

孫
の
会
」
の
組
織
化
を

図
る
。
当
面
の
会
員
数

は
各
支
部
五
十
～
百
名

程
度
と
す
る
。

③�　
女
性
部
は
、
昨
年
本
会

に
提
言
し
た
事
項
に
つ
い

て
着
実
に
実
行
に
移
す
よ

う
本
部
・
支
部
と
一
体
に

な
り
取
り
組
む
。

　

�　
ま
た
、
各
支
部
に
あ
っ

て
は
女
性
遺
児
の
参
加
を

積
極
的
に
要
請
す
る
と
共

に
、
遺
児
の
配
偶
者
、
孫
、

曾
孫
の
入
部
を
促
進
し
後

継
者
の
育
成
に
努
め
る
。

　

�　
更
に
、
家
族
ぐ
る
み
で

参
加
で
き
る
魅
力
的
な
部

会
を
引
き
続
き
模
索
す
る
。

④�　
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
を
開
催

し
連
携
を
密
に
す
る
と
共

に
、
情
報
の
共
有
化
を
図

る
。

⑵�　
財
源
の
確
保

①�　
本
会
は
九
段
会
館
か
ら

の
繰
入
金
が
見
込
め
な
い

こ
と
か
ら
、
福
祉
事
業
の

収
益
部
門
で
あ
る
機
関
紙

の
販
売
強
化
に
努
め
る
と

共
に
、
魅
力
あ
る
記
念
品

の
関
発
等
を
行
う
な
ど
収

益
部
門
の
強
化
に
努
力
す

る
。

　

�　
ま
た
、
本
会
の
活
動
内

容
の
充
実
を
よ
り
一
層
図

る
た
め
、
広
く
一
般
か
ら

賛
助
金
を
受
け
入
れ
る
。

　

�　
そ
の
他
、
あ
ら
ゆ
る
方

途
を
講
じ
て
財
源
の
確
保

に
努
め
る
。

②�　
支
部
に
お
い
て
は
、
会

費
の
減
少
が
著
し
い
現
状

で
財
源
の
確
保
は
深
刻
な

問
題
で
あ
る
。
こ
の
た
め

英
知
を
結
集
し
て
基
金
の

造
成
に
努
め
る
。

　

�　
ま
た
、
特
別
弔
慰
金
受

給
者
、
妻
特
給
等
受
給
者

に
そ
の
主
旨
を
説
明
し
、

会
の
運
営
に
関
す
る
理
解

を
求
め
、
拠
金
等
を
働
き

か
け
る
。

⑶�　
支
部
事
務
局
の
強
化

　

組
織
の
拡
充
強
化
は
支
部

事
務
局
に
負
う
と
こ
ろ
が
大

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
引
き

続
き
本
部
、
支
部
、
更
に
は

支
部
相
互
間
の
連
携
を
密
に

し
強
化
を
図
る
。

⑷�　
実
態
調
査
の
実
施

　

各
支
部
は
、
遺
族
の
実
態

調
査
及
び
会
員
名
簿
の
整
理

な
ど
を
行
い
、
遺
族
会
員
の

掌
握
に
努
め
る
と
共
に
新
規

会
員
の
獲
得
に
引
き
続
き
努

力
す
る
。

　

日
本
遺
族
会
女
性
部
は
一

月
二
十
六
日
、
旧
九
段
会
館

で
女
性
部
長
会
議
を
開
催

し
、
平
成
二
十
四
年
度
日
本

遺
族
会
活
動
方
針
・
事
業
計

画
案
等
に
つ
い
て
協
議
す
る

と
共
に
、
任
期
満
了
に
伴
う

役
員
改
選
を
行
っ
た
。

　

ま
た
、
前
日
の
二
十
五
日

に
は
各
支
部
事
務
局
長
会
が

開
催
さ
れ
、
同
協
議
会
の
新

役
員
を
選
出
し
た
。

　

新
役
員
は
次
の
と
お
り
。

　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

◎
女
性
部

＊
部　

長

　

高
橋　

フ
ミ
（
長
崎
県
）

＊
副
部
長

　

三
浦　

妙
子
（
青
森
県
）

　

須
賀　

宏
江
（
群
馬
県
）

＊
相
談
役

　

藤
田　

ミ
エ
（
青
森
県
）

　

長
瀬　

孝
子
（
兵
庫
県
）

＊
幹　

事

　

八
木　

和
子
（
北
海
道
）

　

木
野　

栄
子
（
静
岡
県
）

　

野
間　

征
子
（
大
阪
府
）

　

秀
平　

良
子
（
岡
山
県
）

　

疋
田　

藤
子
（
大
分
県
）

◎
事
務
局
長
協
議
会

＊
幹
事
長

　

山
田　

周
二
（
宮
城
県
）

＊
幹　

事

　

稲　
　
　

寿
（
栃
木
県
）

　

中
川　

祐
吉
（
富
山
県
）

　

西
本　

昌
弘
（
高
知
県
）

　

横
手　

義
治
（
熊
本
県
）

日
本
遺
族
会
女
性
部

事
務
局
長
協
議
会   

役
員
改
選
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遺
族
会
の
動
き

平
成
二
十
四
年
三
月
行
事
表

2
日　

県
連
盟
正
副
会
長
会
議
（
県
連
盟
会
議
室
）

7
日　

瀬
戸
内
市
遺
族
連
合
会
女
性
部
長
会
議
（
長
船
町
内
）

12
日　

倉
敷
市
遺
族
連
合
協
議
会
靖
國
神
社
団
参
・
国
会
陳
情�

�

（
東
京
方
面
）
二
泊

　
　
　

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
遺
族
会
研
修
会
（
倉
敷
市
内
）

17
日　

県
連
盟
正
副
会
長
・
常
任
理
事
合
同
会
議
（
県
連
盟
会
議
室
）

18
日　

岡
山
市
南
遺
族
連
合
会
総
会
（
藤
田
公
民
館
）

22
日　

岡
山
陸
軍
墓
地
春
季
彼
岸
祭（
岡
山
市
津
高
・
岡
山
陸
軍
墓
地
）

25
日　

県
連
盟
理
事
会
・
評
議
員
会
（
県
連
盟
大
会
議
室
）

28
日　

総
社
市
昭
和
地
区
戦
没
者
慰
霊
祭
（
県
護
國
神
社
）

平
成
二
十
四
年
四
月
行
事
表

3
日　

創
立
記
念
日
祭
・
崇
敬
会
祭
及
び
世
話
人
会
（
県
護
國
神
社
）

4
日　

瀬
戸
内
市
遺
族
連
合
会
靖
國
神
社
団
参
・
研
修
旅
行

�

（
東
京
方
面
）
二
泊

　
　
　

浅
口
市
鴨
方
支
部
靖
國
神
社
団
参
（
東
京
方
面
）
二
泊

8
日　

津
山
市
二
宮
地
区
戦
没
者
慰
霊
祭
（
高
野
神
社
慰
霊
碑
）

　
　
　

真
庭
市
月
田
地
区
戦
没
者
慰
霊
祭
（
月
田
天
神
山
忠
魂
碑
）

9
日　

県
戦
没
者
春
季
慰
霊
祭
準
備
委
員
会
（
い
さ
お
会
館
）

　
　
　

県
護
國
神
社
御
創
立
百
四
十
年
記
念
事
業
奉
賛
会
役
員
会�

�

（
い
さ
お
会
館
）

　
　
　

岡
山
市
津
高
地
区
遺
族
会
総
会
（
岡
山
市
内
）

22
日　
津
山
市
高
田
地
区
遺
族
会
護
國
神
社
参
拝
・
総
会（
県
護
國
神
社
）

25
日　

岡
山
市
岡
山
遺
族
連
合
会
総
会
（
い
さ
お
会
館
）

26
日　

津
山
市
遺
族
連
合
会
役
員
総
会
（
津
山
総
合
福
祉
会
館
）

⑴�　
（
14
地
域
述
べ
18
回
・
七

九
二
名
／
予
定
）

※�

地
域
・
日
程
等
詳
細
は
本

紙
四
月
号
に
掲
載
予
定

⑵�　
小
規
模
（
特
定
）
3
地

域
・
一
〇
八
名
（
予
定
）

※�

地
域
・
日
程
等
詳
細
は
本

紙
四
月
号
に
掲
載
予
定

⑵�　
民
間
建
立
慰
霊
碑
等
整

理
事
業

　

本
事
業
も
本
年
度
、
引
き

続
き
本
会
に
委
託
さ
れ
る
よ

う
努
め
、
厚
生
労
働
省
の
指

導
の
も
と
地
方
自
治
体
、
関

係
団
体
等
と
協
力
し
て
実
施

す
る
。

◎�

平
成
24
年
度
実
施
地
域
・

二
地
域
（
予
定
）

　

�

①
ミ
ャ
ン
マ
ー
、②
旧
ソ
連

⑶�　
海
外
未
送
還
遺
骨
情
報

収
集
事
業

　

本
事
業
も
、
引
き
続
き
本

会
に
委
託
さ
れ
る
よ
う
努
め
、

厚
生
労
働
省
の
指
導
の
も
と

地
方
自
治
体
、
関
係
団
体
等

と
協
力
し
て
実
施
す
る
。

◎�

平
成
24
年
度
実
施
地
域
・

二
地
域
（
予
定
）

　

�

①
東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、

②
ビ
ス
マ
ー
ク
・
ソ
ロ
モ

ン
諸
島

⑷�　
樺
太
・
千
島
戦
没
者
慰

霊
碑
維
持
管
理
事
業

　

厚
生
労
働
省
の
指
導
の
も

と
関
係
機
関
等
の
協
力
を
得

て
、
ロ
シ
ア
・
サ
ハ
リ
ン
州
ス

ミ
ル
ヌ
イ
フ
に
あ
る「
樺
太
・

千
島
戦
没
者
慰
霊
碑
」
の
良

好
な
維
持
管
理
に
努
め
る
。

⑸�　
政
府
主
催
の
遺
骨
帰
還

事
業
等

　

政
府
主
催（
厚
生
労
働
省
）

の
遺
骨
帰
還
事
業
等
に
は
、

引
き
続
き
積
極
的
に
協
力
す

る
。

◎�

平
成
24
年
度
遺
骨
帰
還
等

実
施
地
域
・
16
地
域
（
予

定
）

※�

地
域
・
日
程
等
詳
細
は
本

紙
四
月
号
に
掲
載
予
定

◎�

平
成
24
年
度
慰
霊
巡
拝
実

施
地
域
・
12
地
域
（
予
定
）

※�

地
域
・
日
程
等
詳
細
は
本

紙
四
月
号
に
掲
載
予
定

⑹　

戦
跡
慰
霊
巡
拝

　

本
会
主
催
の
戦
跡
慰
霊
巡

拝
は
、
各
支
部
の
協
力
を
得

て
硫
黄
島
地
域
（
予
定
）
を

実
施
す
る
。

五
、
社
会
奉
仕
活
動
の
推
進

⑴�　
国
内
に
お
け
る
社
会
奉

仕
活
動

　

各
支
部
に
お
い
て
は
、
一

人
暮
ら
し
を
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
る
年
老
い
た
戦
没
者
の

妻
等
の
家
庭
や
施
設
を
訪
問

し
、
清
掃
や
話
し
相
手
等
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
引
き

続
き
実
施
す
る
と
共
に
、
母

に
感
謝
す
る
会
や「
母
の
日
」

に
合
わ
せ
た
行
事
等
を
継
続

し
て
実
施
す
る
。

　

ま
た
、
護
國
神
社
、
諸
社
、

慰
霊
碑
、
忠
魂
碑
等
の
清
掃

奉
仕
活
動
に
は
家
族
揃
っ
て

参
加
す
る
。

⑵�　
海
外
に
お
け
る
社
会
奉

仕
活
動

　

先
の
大
戦
の
旧
戦
域
に
お

け
る
恵
ま
れ
な
い
子
供
た
ち

に
対
し
て
、
㈶
日
本
ユ
ニ
セ

フ
協
会
や
日
本
赤
十
字
を
通

じ
て
の
援
助
等
や
、
戦
争
に

よ
る
深
い
悲
し
み
を
経
験
し

た
戦
没
者
遺
族
が
等
し
く
思

う
、
戦
の
な
い
世
界
の
恒
久

平
和
の
実
現
に
向
け
て
啓
蒙

活
動
を
行
う
な
ど
、
本
会
に

ふ
さ
わ
し
い
社
会
奉
仕
活
動

を
引
き
続
き
企
画
実
施
す
る
。

　

ま
た
、
遺
児
の
慰
霊
友
好

親
善
事
業
を
通
じ
て
、
旧
戦

域
の
災
害
被
災
者
等
に
対
す

る
衣
類
等
の
援
助
、
本
会
が

ミ
ャ
ン
マ
ー
（
旧
ビ
ル
マ
）

ヘ
平
成
十
一
年
度
か
ら
三
年

間
で
三
校
を
建
設
贈
呈
し
た

小
学
校
や
各
地
域
の
小
学

校
、
孤
児
院
、
病
院
等
の
諸

施
設
を
訪
問
し
、
学
用
品
・

車
椅
子
等
を
寄
贈
す
る
。

　

更
に
は
植
林
活
動
、
中
国

北
京
・
万
里
の
長
城
植
樹
計

画
等
に
協
力
す
る
。

六�

、
本
会
創
立
六
十
五
周
年

記
念
事
業
の
実
施

　

本
会
は
、
日
本
遺
族
厚
生

連
盟
結
成
（
昭
和
22
年
11
月

　

請
求
期
限
が
過
ぎ
る
と
、

第
九
回
特
別
弔
慰
金
を
受
け

取
る
権
利
が
消
失
し
ま
す
の

で
、
支
給
対
象
と
な
る
ご
遺

族
は
請
求
期
限
内
に
現
住
地

の
市
区
町
村
役
場
で
手
続
き

を
行
っ
て
下
さ
い
。

⑴�　
遺
児
の
慰
霊
友
好
親
善

事
業

　

引
き
続
き
補
助
事
業
団
体

と
な
る
よ
う
努
め
る
。ま
た
、

各
支
部
等
の
協
力
を
得
て
、

地
方
公
共
団
体
の
広
報
誌
や

新
聞
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ペ
ー

ス
を
活
用
、
ポ
ス
タ
ー
を
作

成
し
て
参
加
者
を
募
る
と
共

に
、
本
会
か
ら
も
各
市
町
村

の
広
報
担
当
者
へ
の
記
事
掲

載
並
び
に
広
報
依
頼
を
引
き

続
き
行
う
。

　

更
に
は
、
事
務
処
理
の
Ｉ

Ｔ
化
を
一
層
進
め
、
事
務
の

効
率
化
を
図
る
と
共
に
、
参

加
者
の
高
齢
化
に
伴
い
、
実

施
期
間
や
訪
問
地
、
付
添
者

等
の
事
業
内
容
の
見
直
し
の

検
討
を
行
う
。

◎�

平
成
24
年
度
実
施
地
域

て
、
平
成
21
年
4
月
1
日
に

お
い
て
前
記
年
金
受
給
者
が

い
な
い
場
合
、（
定
め
ら
れ
た

支
給
順
位
に
基
づ
き
）
三
親

等
以
内
の
ご
遺
族
お
一
人
に

額
面
24
万
円
、
6
年
償
還
の

国
債
が
支
給
さ
れ
る
も
の
で

す
。 ン

フ
レ
ッ
ト
等
を
作
成
す

る
な
ど
し
て
、
家
族
ぐ
る

み
で
の
本
会
活
動
へ
の
参

加
を
呼
び
か
け
る
。

⑹　

そ
の
他

　

公
益
法
人
改
革
に
つ
い
て

は
諸
官
庁
と
十
分
協
議
を
重

ね
、
本
部
、
支
部
が
移
行
期

間
の
平
成
二
十
五
年
十
一
月

ま
で
に
然
る
べ
き
法
人
へ
の

認
定
・
認
可
を
得
る
よ
う
相

互
の
協
力
態
勢
に
努
め
る
。

　

な
お
、
本
部
に
お
い
て
は

平
成
二
十
五
年
度
初
頭
に
非

営
利
型
一
般
財
団
法
人
ヘ
の

移
行
を
目
指
し
、
専
門
家
等

の
助
言
を
受
け
な
が
ら
事
務

手
続
き
を
進
め
る
。

四�

、
遺
児
の
慰
霊
友
好
親
善

事
業
及
び
遺
骨
帰
還
事
業

等

　

今
回
、
請
求
期
限
が
迫
っ

て
い
る
「
戦
没
者
等
の
遺
族

に
対
す
る
第
九
回
特
別
弔
慰

金
」
は
、
平
成
17
年
4
月
1

日
か
ら
平
成
21
年
3
月
31
日

ま
で
の
間
に
、
公
務
扶
助

料
・
遺
族
年
金
等
を
受
け
て

い
る
方
が
亡
く
な
る
な
ど
し

⑸�　
啓
蒙
活
動
の
実
践

①�　
機
関
紙
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
活
用
し
て
、
英
霊
顕

彰
並
び
に
処
遇
改
善
運
動

や
慰
霊
事
業
等
の
本
会
の

活
動
内
容
を
遺
族
会
員
の

み
な
ら
ず
、
広
く
一
般
に

も
理
解
さ
れ
る
よ
う
、
わ

か
り
易
く
、
か
つ
正
確
な

情
報
伝
達
を
行
う
。

②�　
本
会
の
運
動
や
組
織
に

対
す
る
理
解
と
協
力
を
得

る
た
め
、
慰
霊
友
好
親
善

事
業
参
加
者
等
に
対
す
る

機
関
紙
の
個
人
購
読
の
拡

大
、市
区
町
村
支
部
へ
の
直

送
な
ど
を
引
き
続
き
実
施

す
る
と
共
に
、
迅
速
に
購

読
者
へ
届
く
よ
う
努
め
る
。

③�　
各
支
部
の
協
力
を
得

て
、
遺
族
会
に
関
す
る
パ

17
日
）
以
来
、
本
年
で
六
十

五
周
年
を
迎
え
る
。
つ
い
て

は
九
月
中
旬
頃
、
都
内
ホ
ー

ル
に
お
い
て
「
本
会
創
立
六

十
五
周
年
記
念
式
典
」
を
挙

行
す
る
。
こ
の
式
典
は
天
皇

皇
后
両
陛
下
の
行
幸
啓
を
仰

ぎ
挙
行
で
き
る
よ
う
準
備
す

る
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
前
日

に
開
催
し
て
い
た
物
故
者
慰

霊
祭
及
び
祝
賀
パ
ー
テ
ィ
は

執
り
行
わ
な
い
。

　

ま
た
、
各
支
部
の
協
力
を

得
て
「
本
会
創
立
六
十
五
周

年
記
念
事
業
特
別
会
計
」
を

設
置
す
る
。

第
九
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
期
限
は

本
年
四
月
二
日
㈪
迄
で
す
。

 

ご
遺
族
の
皆
様
へ


